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秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則 

平成２０年３月２８日 

規則第２号 

 

目次  

 第１章 総則（第１条）  

 第２章 被保険者（第２条―第９条） 

 第３章 後期高齢者医療給付（第１０条―第２６条）  

 第４章 保健事業（第２７条） 

 第５章 保険料（第２８条―第３３条）  

 第６章 補則（第３４条）  

 附則  

  第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 秋田県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が行う後期高齢者

医療の施行については、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。

以下「法」という。）、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３

１８号。以下「政令」という。）、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成１

９年厚生労働省令第１２９号。以下「省令」という。）及び秋田県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年秋田県後期高齢者医療広域連合条例第２

５号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

 第２章 被保険者 

（障害認定の申請等） 

第２条 省令第８条第１項の規定による障害認定に関する申請書の様式は、後期高齢者医

療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書（様式第１号）のとおりとする。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理し、審査を行った結果、政令で定める

障害の状態にないことを確認したときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書（様

式第２号）により当該申請者に対し通知するものとする。 

（被保険者に関する届書） 

第３条 省令第１０条、第１１条及び第２２条から第２６条までの規定による被保険者資
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格の取得、変更及び喪失に関する届書の様式は、後期高齢者医療被保険者資格に係る届

書（様式第３号）のとおりとする。 

（病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書） 

第４条 省令第１２条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様

式は、後期高齢者医療住所地特例（法第５５条）該当・非該当届書(様式第４号)のとお

りとする。 

（被保険者証の返還） 

第５条 後期高齢者医療被保険者資格証明書の交付等に係る取扱いについては、別にこれ

を定める。 

（被保険者証の再交付申請等） 

第６条 省令第１９条第１項の規定による被保険者証の再交付申請書の様式は、後期高齢

者医療再交付申請書（様式第５号）のとおりとする。 

２ 前項の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは、被保険者証に「再」又

は「再交付」と表示するものとする。 

（被保険者証等の更新） 

第７条 省令第２０条第１項の規定による後期高齢者医療被保険者証（様式第６号）の更

新及び省令第２１条の規定による後期高齢者医療被保険者資格証明書（様式第７号）の

更新は、原則として１年ごとに行い、更新時期は８月１日とする。 

２ 広域連合長は、必要と認めるときは、後期高齢者医療被保険者証の有効期間を延長し、

又は繰り上げて更新することができる。この場合において、後期高齢者医療被保険者証

の有効期限は、当該後期高齢者医療被保険者証に記載した期限とする。 

（認定証明書の申請等） 

第８条 省令第２６条の規定による転出の届出に際して、省令第８条第１項の規定による

障害認定又は省令第６２条第４項の規定による特定疾病認定の証明書の交付を受けよう

とする者は、後期高齢者医療認定証明書交付申請書（様式第８号）を広域連合長に提出

しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療認定証明

書（様式第９号）を交付するものとする。 

（負担区分等証明書の申請等） 

第９条 省令第２６条の規定による転出の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受
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けようとする者は、後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書（様式第１０号）を広

域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療負担区分

等証明書（様式第１１号）を交付するものとする。 

  第３章 後期高齢者医療給付 

（基準収入額適用申請等） 

第１０条 省令第３２条の規定による基準収入額適用申請書の様式は、後期高齢者医療基

準収入額適用申請書（様式第１２号）のとおりとする。 

２ 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは速やかに承認又は不承認を決定し、不

承認としたときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書（様式第１３号）に

より当該被保険者に対し通知するものとする。 

（一部負担金の減免等） 

第１１条 省令第３３条第２項の規定による一部負担金の減免等に係る取扱いについては、

別にこれを定める。 

（食事療養及び生活療養標準負担額差額の支給申請等） 

第１２条 省令第３７条第２項の規定による食事療養標準負担額差額及び省令第４２条第

２項の規定による生活療養標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、後期高齢者

医療食事療養差額支給申請書（様式第１４号）のとおりとする。 

２ 広域連合長は、前項の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに支給又は不

支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書（様式第１５号）又は後期高齢者医

療給付支給申請却下通知書（様式第１６号）により当該被保険者に対し通知するものと

する。 

（第三者の行為による被害の届出） 

第１３条 省令第４６条の規定による届出の様式は、第三者行為等による届出書（様式第

１７号）のとおりとする。 

（療養費の支給申請等） 

第１４条 省令第４７条第１項の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、後期

高齢者医療療養費支給申請書（様式第１８号）のとおりとする。ただし、次の各号に掲

げる療養費の支給に関する申請については、当該各号に定めるところによる。 

(1) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給 はり師、きゅう
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師及びあんま・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について

（平成１６年１０月１日第１００１００２号厚生労働省保険局医療課長通知）の別添

１及び別添２による。 

(2) 前号に掲げる申請において、往療料の支給を受けようとするときは、往療料一覧

（様式第３８号）を提出しなければならない。 

(3) 東北厚生局秋田事務所長及び秋田県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行ってい

る柔道整復師又は東北厚生局秋田事務所長及び秋田県知事から受領委任の承諾を受け

ている柔道整復師の施術に係る療養費の支給 柔道整復師の施術に係る療養費につい

て（平成２２年５月２４日保発０５２４第２号厚生労働省保険局長通知）に定める協

定書又は受領委任の取扱規定による。 

２ 海外において診療を受けたときの療養費の支給を受けようとするときは、後期高齢者

医療診療内容明細書（様式第１９号）及び領収明細書（様式第２０号）を提出しなけれ

ばならない。 

３ 広域連合長は、第１項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支

給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下

通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。 

（移送費の支給申請等） 

第１５条 省令第６０条第１項の規定による移送費の支給申請書の様式は、後期高齢者医

療移送費支給申請書（様式第３９号）のとおりとし、同条第２項に規定する添付書類の

ほか、移送に要した費用の領収書を添えて広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給

を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通

知書により当該被保険者に対し通知するものとする。 

（特定疾病の認定申請等） 

第１６条 省令第６２条第１項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、後

期高齢者医療特定疾病認定申請書（様式第２１号）のとおりとする。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請を認定したときは、被保険者に対し後期高齢者

医療特定疾病療養受療証（様式第２２号。以下「受療証」という。）を交付し、申請を

不承認としたときは、後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書（様式第２３号）に

より当該被保険者に対し通知するものとする。 
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（限度額適用・標準負担額減額の認定申請等） 

第１７条 省令第６７条第１項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する

申請書の様式は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書（様式第２４ 

号）のとおりとする。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請を認定したときは、被保険者に対し後期高齢者

医療限度額適用・標準負担額減額認定証（様式第２５号。以下「認定証」という。）を

交付し、申請を不承認としたときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定

申請却下通知書（様式第２６号）により当該被保険者に対し通知するものとする。 

（限度額適用・標準負担額減額認定証の更新） 

第１８条 省令第６７条第６項の規定による認定証の更新は、１年ごとに行う。 

２ 認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、毎年８月１日とする。 

３ 省令第６７条第３項の規定による認定証の返還対象者への通知書の様式は、後期高齢

者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還通知書（様式第２７号）とする。 

（特定疾病療養受療証等の再交付申請） 

第１９条 省令第６２条第８項及び第６７条第６項の規定による受療証及び認定証の再交

付に関する申請書は、後期高齢者医療再交付申請書のとおりとする。 

２ 前項の規定による申請に基づき受療証及び認定証を交付するときは、「再」又は「再

交付」と表示するものとする。 

（高額療養費の支給申請等） 

第２０条 省令第７０条第１項の規定による高額療養費の支給申請書の様式は、後期高齢

者医療高額療養費支給申請書（様式第２８号）のとおりとする。 

２ 被保険者が死亡している場合は、支給対象者の相続人代表者（以下「相続人」とい

う。）に支給を行う。この場合において、相続人は、後期高齢者医療高額療養費支給申

請書兼申立・誓約書（様式第４０号）を提出しなければならない。 

３ 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給

を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通

知書により当該被保険者に対し通知するものとする。 

（高額介護合算療養費の支給申請等） 

第２１条 省令第７１条の９及び第７１条の１０第１項の規定による申請書の様式は、高

額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書（様式第４１号）による
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ものとする。 

２ 被保険者が死亡している場合は、支給対象者の相続人に支給を行う。この場合におい

て、相続人は、申立・誓約書（様式第４２号）を提出しなければならない。 

３ 広域連合長は、第１項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支

給を決定し、後期高齢者医療給付決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知

書により当該被保険者に対し通知するものとする。 

（自己負担額証明書の交付申請） 

第２２条 省令第７１条の１０第１項の規定による自己負担額証明書の交付申請の様式は、

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書によるものとする。 

２ 省令第７１条の１０第２項の規定による自己負担額証明書の様式は、後期高齢者医療

自己負担額証明書（様式第４３号）によるものとする。 

（葬祭費の支給申請等） 

第２３条 被保険者の葬祭を行う者は、条例第２条の規定により葬祭費の支給を受けよう

とするときは、後期高齢者医療葬祭費支給申請書（様式第２９号）を広域連合長に提出

しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給

を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通

知書により当該被保険者の葬祭を行う者に対し通知するものとする。 

（給付制限） 

第２４条 法第８７条及び法第８８条の規定に基づく絶対的給付制限及び相対的給付制限

に該当するかの適否を判断するため、当該被保険者に対し、事故傷病届（様式第３０

号）を提出させるものとする。 

 （給付制限の通知） 

第２５条 給付制限を行うときは、当該被保険者に対し、後期高齢者医療給付制限通知書

（様式第３１号）によりその旨を通知するものとする。 

（保険医療機関等からの一部負担金未収金徴収の申立て） 

第２６条 保険医療機関等は、法第６７条第２項の規定により広域連合長に対し一部負担

金未収金の徴収を申立てするときは、後期高齢者医療一部負担金未収金徴収申立書（様

式第３２号）に善良な管理者と同一の注意をもって被保険者から一部負担金の支払を受

けることに努めたことを証明する書類を添えて提出しなければならない。 
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２ 広域連合長は、保険医療機関等における当該被保険者に対する一部負担金徴収業務が

困難と認められないときは、後期高齢者医療一部負担金未収金徴収申立却下通知書（様

式第３３号）により前項の申立の却下を通知するものとする。 

  第４章 保健事業 

 （保健事業） 

第２７条 条例第３条の規定による保健事業については、別にこれを定める。 

第５章 保険料  

（保険料の額の通知） 

第２８条 条例第１６条の規定による保険料の額が定まったときの通知書及びその額に変

更があったときの通知書の様式は、後期高齢者医療保険料額決定通知書（様式第３４

号）及び後期高齢者医療保険料額変更決定通知書（様式第３５号）のとおりとする。 

（保険料の徴収猶予及び減免） 

第２９条 条例第１７条及び第１８条の規定により被保険者の保険料の徴収猶予をする場

合又は減免する場合の取扱いについては、別にこれを定める。 

（広域連合内で異動のあった被保険者の保険料の額） 

第３０条 賦課期日後に広域連合内において異動のあった被保険者に係る保険料の額につ

いて、条例第２１条第２項の保険料の額に１００円未満の端数があるときは、これを切

り上げる。 

２ 賦課期日後に広域連合内において異動のあった被保険者に係る保険料の額について、

条例第２１条第３項の保険料の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

（保険料の還付） 

第３１条 秋田県後期高齢者医療広域連合規約(平成１９年秋田県指令市町村－１９９０)

第２条に規定する関係市町村（以下「関係市町村」という。）の長が、法第１１０条に

おいて準用する介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３９条第２項に規定する保

険料を還付した場合は、広域連合長に当該保険料の過誤納還付に関する報告をするもの

とする。 

２ 広域連合長は、当該還付金（還付加算金を含む。）が当該年度前に賦課し、徴収した

ものに係るものである場合は、当該市町村に当該還付金相当額を補てんするものとする。 

３ 前２項の規定は、普通徴収に係る還付の場合にも適用するものとする。 
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（保険料の充当） 

第３２条 前条第１項の規定は、関係市町村の長が、法第１１０条において準用する介護

保険法第１３９条第３項に規定する保険料を充当した場合において準用する。この場合、

前条第１項中「過誤納還付」とあるのは、「過誤納充当」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、普通徴収に係る充当の場合にも適用するものとする。 

 （申告書等） 

第３３条 条例第１９条の規定による申告書の様式は、後期高齢者医療簡易申告書（様式

第３６号）のとおりとする。ただし、住民税の課税権を持つ住所地に対して所得照会す

る様式は、後期高齢者医療の賦課資料について（照会）（様式第３７号）のとおりとす

る。 

  第６章 補則 

（補則） 

第３４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（平成２０年度における被保険者証更新の特例） 

２ 平成２０年度における被保険者証の更新は、第７条第１項の規定にかかわらず、負担

区分変更に伴うものを除き、これを実施しない。 

   附 則（平成２２年６月１日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２２年７月２１日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１４条第１項第３号の規定は、平成２ 

２年９月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年７月２５日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２５年７月２６日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


